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●所得税（国税）、個人市民税（市税）、個人県民税（県税）
　株式等を売却し、譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要ですが、証券業者等のどのような口
座で取引したかによって手続きが異なります。

※勤続年数が1年に満たない期間は切り上げます。
※障がい者になったことで退職した場合は、控除額に100万円を加算します。

所得税の税額 ＝ 課税対象額  × 税率－速算表による控除額

勤続年数

20年以下の場合

20年を超える場合

控除額

40万円 × 勤続年数（80万円に満たないときは80万円）

70万円 ×（勤続年数 － 20年） ＋ 800万円

一般口座での
取引

特定口座での
取引

非課税口座
（NISA）での取引

選択

簡易申告
口座

源泉徴収
口座

ご自分で年間の
譲渡損益を計算
（株式等にかかる譲渡所得等の
  金額の計算明細書）

証券業者等が
年間の譲渡損益を
計算
（特定口座年間取引報告書）

選択

確
定
申
告

譲渡益×20％
（所得税15％）

（個人市県民税5％）
譲渡損→

上場株式等の利子等・
配当等と損益通算
→繰越控除（3年間）

申告不要

非課税

●所得税（国税）、個人市民税（市税）、個人県民税（県税）
　退職金には長年の勤労に対する報償的な性格があり、また、老後の生活を保障するものですので、税負担が
軽くなるような税制上の配慮がなされています。
　退職金は、他の所得と分離して、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、控除後の金額を2分の1に
したものを課税対象額として税額を算出します。

●所得税の納付など
　「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、会社が所得税および復興特別所得税を計算して退
職金から差し引きますので確定申告は原則不要です。ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの
理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。「退職所得の
受給に関する申告書」の提出がない場合は、退職金の収入金額から一律20.42％の所得税及び復興特別所得
税が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。

●個人市県民税の納付など　
　原則として、特別徴収により納めます。給与などの所得については翌年度に課税されますが、退職所得につ
いては所得が発生した年に課税されます。

退職所得控除額

　被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が、相続人などに支払われた場合には、その
退職金は相続税の課税対象となりますので、所得税、個人市県民税の対象とはなりません。
　相続人が取得した退職金のうち相続税の課税の対象となる金額は、［500万円×法定相続人の数］を超えた部分です。

　サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収され、年末調整によって過不足額の精算をし
ます。年末調整によって所得税の納税が完了した場合、原則、確定申告は不要ですが、退職して再就職しない
場合、年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎとなっている場合があります。
※この納め過ぎの所得税は、翌年に確定申告をすれば還付を受けられます。

●上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
　上場株式等の譲渡損失は、確定申告により、その年分の上場株式等の利子等・配当等と損益通算することが
できます。
　また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後３年間にわたり、確定申告により
上場株式等の譲渡益・利子等・配当等から繰越控除することができます（上場株式等の譲渡損失を翌年以降に
繰り越す場合は、一定の書類を添付した確定申告書を連続して提出する必要があります。）。
　ただし、上場株式等の利子等・配当等のうち、上場株式等の配当等（配当所得）については、申告分離課税を選
択したものに限ります。

課税対象額 ＝ 　退職金 － 退職所得控除額 ×　　（1,000円未満の端数切捨て）

個人市県民税の税額 ＝ 課税対象額 ×　　　　　 　　 （税率）  （100円未満の端数切捨て）個人市民税 6%
個人県民税 4%

・簡易申告口座の場合は、証券業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により簡易に申告を行うことができます。
・源泉徴収口座の場合は、その口座内における譲渡益については、申告不要とすることができます。
・上場株式等に係る配当所得や譲渡所得は、令和６年度以降の個人住民税から所得税と異なる課税方式を選択することができ
なくなりました。

譲渡所得金額（譲渡益） ＝ 譲渡価額 －（ 取得費 ＋ 委託手数料等 ）
●株式等の譲渡所得金額(譲渡益)の計算方法

●株式等の譲渡益の税率
　上場株式等および一般株式等（上場株式等以外の株式等）ともに20％（所得税15％、個人市県民税5％）

※

※勤続年数が５年以下である場合は、課税対象額の計算方法が異なります。
・法人役員等に支払われる場合は、退職金から退職所得控除額を差し引いた額が課税対象額になります。
・法人役員等以外に支払われる場合は、退職金から退職所得控除額を差し引いたあとの金額のうち、300万円
　を超える部分の金額については、2分の1の額ではなく全額が課税対象額になります。

1
2( ）

※平成25年から令和19年まで復興特別所得税（所得税額×2.1％）が所得税とあわせて課されます。

※

●退職金に対する所得税、個人市県民税 ●株式等譲渡益課税制度

●死亡により相続人などが受け取る退職金

●中途退職で年末調整を受けていないとき

退職金と税金 株式と税金


